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AI・IoT・RPA を活用した業務効率化・省力化支援事業補助金交付要綱 
 
 

（通則） 

第１条 AI・IoT・RPA を活用した業務効率化・省力化支援事業補助金（以下「補助金」という。）

の交付については、石川県補助金交付規則（昭和３４年石川県規則第２９号）の規定によるほ

か、この要綱で定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、石川県内中小企業者等の AI や IoT、RPA を活用した具体的な取り組みを

支援することで、中小企業者等の競争力強化に繋がる業務効率化・省力化を図ることを目的と

する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、「中小企業者等」とは、中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１

８号）第２条第１項に規定する者のほか、別に公募要領に掲げる者をいう。 

 

（補助金の交付対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、AI・IoT・RPA を活用した業務効率化・省力化支援事

業により知事の採択を受けた中小企業者等が当該採択決定に基づき実施する事業に係るものと

する。 

 

（補助金の内容） 

第５条 補助金の補助対象者、補助対象経費、補助率、補助限度額及び補助期間は、別表に掲げ

るとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙様式第１号による補助金交付申請書を、別に

定める期日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認められ

るものについて、補助金の交付決定を行い、その決定の内容及びこれに条件を附した場合はそ

の条件を記載した補助金交付決定通知書を申請者に交付し、通知するものとする。 

 

（補助金交付申請の取下げ） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付

決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げよう

とするときは、当該通知を受けた日から１０日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出し
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なければならない。 

 

（補助事業の変更） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）に係る経費

又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ別紙様式第２号による変更承認申請書を知事

に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

（１）補助事業に要する経費の配分の２０％以内の変更をする場合 

（２）事業の目的及び効果に影響を及ぼさない内容の変更 

 

（補助事業の中止又は廃止の承認） 

第 10 条 補助事業者は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするときは、

あらかじめ別紙様式第２号による承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

 

（補助事業の遂行） 

第 11 条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の

注意をもって、予定の期間内に完了するよう補助事業を行わなければならず、また補助金を他

の用途へ使用してはならない。 

 

（補助事業遂行状況報告） 

第 12 条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について、知事の要求があったときは、速やかに

別紙様式第３号による遂行状況報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業実績の報告） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）

又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに別紙様式第４号による補助

事業実績報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 14 条 知事は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要な検査を行い、そ

の報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容（第９条の規定による承認をした

場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、別紙様式第７号により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第 15 条 補助事業者は、補助金の精算払を受けようとするときは、別紙様式第５号による請求書

を知事に提出しなければならない。 
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（補助金の経理） 

第 16 条 補助事業者は、補助事業に係る経理についてその収支の事実を明確にした帳簿及び証拠

書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間

保存しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第 17 条 知事は、次の各号に該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

（１）補助事業者が、法令、本要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合 

（２）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（３）補助金の交付決定後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

２ 知事は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のあった日から１５日以内とし、期限までに返還金が

納付されない場合には、知事は、補助事業者に対して返還期限の翌日から納付の日までの期間

に応じて返還すべき金額の１０．９５％に相当する金額の延滞金を請求することができる。 

 

（事業成果に関する報告） 

第 18 条 知事は、必要があると認めた場合には、補助事業者に対し、補助事業の完了した日が属

する会計年度の終了後５年間、毎会計年度終了後３０日以内に当該補助事業に係る過去１年間

の状況について別紙様式６号による事業成果報告書の提出を求めることができる。 

 

（その他） 

第 19 条 この補助金の交付について、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１３日から施行する。 
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別表（第５条関係） 

補助対象者 補助対象経費(※) 
補助

率 

補助限度

額 
補助期間 

 
石川県に主た

る事業所を有す

る中小企業者等

であること 

①AI・IoT・RPA システム（ソフトウ

ェア、ハードウェア等）の本体費用 

②（クラウドサービスの場合）導入・

初期費用・運用開始日（導入日）か

ら事業実施期間の間に要するサー

ビス利用料・ライセンス／アカウン

ト料 

③AI・IoT・RPA システムの導入に付

帯する（ソフトウェアのインストー

ル、動作確認、保守・サポート、操

作指導、教育等）費用 

④AI・IoT・RPA システムの導入に係

るコンサルテーション費用 

⑤その他の経費（上記に掲げるものの

ほか、特に必要と認められる経費） 

 
1/2 

 
1,000千円 

 

 
交付決定の

日からその

日の属する

県の会計年

度内 

 

（※）全ての経費において、契約書記載の運用開始日（導入日）を起点とし、事業実施期間

の間に要する経費が補助対象となります。 

 

 


